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「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」の
新たなワーキンググループの設置について（案）

○ 現在、本検討会の下に、２つのワーキンググループが設置されている。
○ 今般、医療保険制度改革関連法案が成立したこと等を受け、個別事項の議論を深めることを
目的として、新たに３つのワーキンググループを設置することとする。
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○ 今般の医療保険制度改革において、保険者が行う保健事業として、個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブの
取組を推進することとされたため、保険者が取組を実施するに当たって参考となる、本年度中の厚生労働省によるガイド
ラインの策定に資する検討を行う 。

○ 構成員は、保険者、医療関係者及び学識経験者を想定。

○ 「特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのＷＧ 第二次中間とりまとめ」（平成26年11月）において、
今後の方向性として、効果検証の作業に併せ、特定保健指導の質の向上に向けた実施方法の検証等を実施することと
したことを踏まえ、医療費適正化効果の大きい特定保健指導等の事例を収集・検証する。

○ 構成員は、保険者、医療関係者及び学識経験者を想定。

特定保健指導等の実施方法の検証のためのＷＧ

○ 今般の医療保険制度改革で示された後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直し内容を踏まえ、健康保険組合及び
共済組合を対象とする新たなインセンティブの仕組みを検討する。

○ 構成員は、健康保険組合、共済組合及び学識経験者を想定。

後期高齢者支援金の加算・減算制度検討ＷＧ

個人への予防インセンティブ検討ＷＧ

（参考）
○ 実務担当者による特定健診・保健指導等に関するＷＧ

・本検討会の議論を踏まえ、実務的な検討が必要な事項について検討を行うため設置（平成23年12月から開催）。
今年度は、データヘルスの推進のため、加入者が異動した場合の健診データの引継ぎに関する手続きの明確化や、
保険者による健診データの保存期間の延長等を検討。

○ 特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのＷＧ

・特定健診・保健指導の医療費適正化効果等について、レセプト・特定健診等情報データベース（ＮＤＢ）を活用して、
学術的に検証するため設置（平成25年3月から開催）。今年度は、引き続き直近のデータを活用した効果検証の実施や、
保険者における推計ツールの作成を行う。

各ワーキンググループの概要について（案）
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